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改正労働安全衛生法の施行について（その４） 
（個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る規定関係） 

 
昨年５月 14 日に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する

法律」に基づき、令和９年４月１日が施行日となる「個人事業者等の安全衛生対策の
推進に係る規定関係」に関し、令和８年５月 26 日付け基安安発 0526 第３号により厚
生労働省労働基準局安全衛生部安全課長から当協会会長あて、別添のとおり通知され
ました。 

つきましては、同通知内容にご留意いただくとともに、下記事項について、貴支部
傘下の会員事業場に対し、周知啓発に努めていただきますようお願いいたします。 

なお、同通知中の第２ 細部事項「２ 作業場所管理事業者の講ずべき措置（法第 30
条の４関係）」については、別紙のとおり解説を付しておりますので、併せてご参照く
ださいますようお願いいたします。 
 

記 
１ 改正法において新設した労働安全衛生法（以下「法」という。）第 30 条の４は、 「一

の場所」において、作業場所管理事業者に係る作業従事者と、作業場所管理事業者と
請負関係で接続される事業を行う者に係る作業従事者による作業（危険性又は有害性
等を勘案して厚生労働省令で定める業務に係る作業）が行われる場合に、作業場所管
理事業者に作業間の連絡及び調整その他必要な措置を講ずることが義務付けられた
こと。また、その実効性を確保するため、法第 32 条において、請負人及び当該請負
人の作業従事者に対する必要な義務規定が整備されたこと。 



なお、上記改正内容は、「同一の作業場において活動する事業者間の協力」を求め
るＩＬＯ第 155 号条約の趣旨にも対応するものであること。（法第 30 条の４及び第
32 条関係） 

 
２ 従来、事業者を対象として労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下

「安衛則」という。）第 27 条に規定していた厚生労働大臣が定める規格又は安全装置
を具備すべき機械等の使用規制を法第 42 条第２項に位置付け直すとともに、同条第
３項を新設し、同項で規定する作業従事役員等（事業者（厚生労働省令で定める数以
下の労働者を使用する者に限る。）又は個人事業者（これらの者が法人である場合に
は、その代表者又は役員）である作業従事者をいう。以下同じ。）についても同様の
規定が整備されたこと。（法第 42 条第２項及び第３項関係） 

 
３ 個人事業者に対し、その作業従事役員等が労働者と同一の場所において作業を行う

場合に、法第 45 条第１項の機械等について、事業者に義務付けているのと同様の定
期自主検査の実施及びその結果の記録等を義務付ける規定が整備されたこと。（法第
45 条第２項及び第３項関係） 

 
４ 作業従事役員等に対し、労働者と同一の場所において危険又は有害な業務を行う場

合について、特別教育の受講が義務付けられ、また、特別教育のほか、危険又は有害
な業務に現に就いている者に対する教育につき、その受講に関する努力義務が課され
たこと。（法第 59 条及び第 60 条の２関係） 



































































労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について（個人事業者等の安
全衛生対策の推進に係る規定関係）のうち、「第２ 細部事項２作業場所管理事業者の講ずべき措置（法第 30 条の４関係）」の解説 
頁 施行通知文 解説 

10 ⑴ 基本的な考え方 
安衛法に基づく規定の多くは、労働者を使用する事業者に対して

措置義務を課しているが、混在作業が行われる場合には、個々の事
業主体に義務付けた措置のみでは労働災害の防止を十分に図ること
ができない場合がある。このため、安衛法第 30条及び第 30 条の２
に基づき、建設業、造船業及び製造業に属する事業の元方事業者に
対し、混在作業によって生ずる労働災害を防止するために必要な措
置の実施を義務付けている。 
しかしながら、混在作業によって生ずる労働災害は、上記のよう

な業種に属する事業に限らず発生していることから、改正法におい
て安衛法第 30 条の４を新設し、「一の場所」で行われる事業が属す
る業種を限定せず、当該場所を管理する作業場所管理事業者に連絡
調整等の措置を義務付けるなど、混在作業によって生ずる労働災害
の防止に必要な対策の強化を図ったものであること。 

 これまで、安衛法では、労働災害を防ぐための義務は、基本的に
「労働者を使用する事業場ごと」に事業者に課されていましたが、
同じ場所で複数の会社が一緒に作業する「混在作業」の場合は、各
社がそれぞれ労働災害防止対策を行っていても、会社同士の連携不
足によって災害が発生することがあります。そのため、これまでは
建設業・造船業・製造業について、元請けとなる事業者に対し、関
係会社との連絡調整など、混在作業による災害防止措置を義務付け
ていました。 
しかしながら、混在作業による労働災害は、これらの業種以外で

も発生しています。そこで、法改正により、安衛法第 30条の４が新
たに設けられました。この改正では、業種を限定せず、複数の事業
者が同じ場所で作業する場合、その場所を管理する事業者（作業場
所管理事業者）に対し、関係事業者との連絡調整などを行うことを
義務付け、混在作業による労働災害防止を強化したものです。 

10 ⑵ 作業場所管理事業者の考え方 
「作業場所管理事業者」とは、安衛法第 30 条の４第１項におい

て、仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理す
る者をいうと定義されている。改正法により新設された安衛法第 30
条の４は、作業場所管理事業者に対して、その管理する場所におい
て混在作業が行われる場合に、労働災害の防止のために必要な措置
を最も適切に講じ得る立場にあることから、作業場所管理事業者に
作業間の連絡及び調整その他の措置の実施を求める趣旨であるこ
と。 
したがって、当該場所を管理する者に該当するか否かは、契約上

の地位や名称のみによって形式的に判断されるものではなく、当該
場所において、作業の実施について統括的な立場にあり、施設又は
設備の使用の許可、入退場の管理、作業の順序や方法の調整その他

「作業場所管理事業者」とは、労働安全衛生法第 30 条の４で定め
られたもので、「その場所で自ら作業や業務を行うとともに、その作
業場所を管理している事業者」をいいます。この規定の趣旨は、複
数の会社が同じ場所で作業する場合、現場全体を管理している事業
者が、最も効果的に労働災害防止の対策を行える立場にあるため、
その事業者に対して、作業会社同士の連絡調整等を行わせようとす
るものです。 
「作業場所管理事業者」に当たるかどうかは、単に「元請けかど

うか」とか「契約上の名称」だけで決まるものではありません。 
実際にその場所で、「作業全体を取りまとめている」、「設備や施設の
使用を許可している」、「作業者の入退場を管理している」、「作業の
順番や方法を調整できる」など、混在作業による危険を防ぐための
管理を現実に行える立場にあるかどうかで判断されます。 



頁 施行通知文 解説 
混在作業による危険を防止するための措置を実際に講じ得る立場に
あるかどうかにより判断されるものであること。 

 

10 ⑶ 事業の業種に応じた法令の適用について 
安衛法第 30 条及び第 30 条の２とは異なり、安衛法第 30 条の４

第１項は作業場所管理事業者の事業が属する業種に関わらず適用さ
れるものであるが、作業場所管理事業者が管理する場所において一
の仕事のみが行われる場合において、当該仕事に係る全ての作業従
事者に関して、安衛法第 30 条第１項又は第 30 条の２第１項に規定
する措置が講じられることとなるときは、安衛法第 30 条の４第２項
に基づき、その適用が除外されるものであること。 

 作業場所管理事業者による混在作業時の安全確保措置について定
めた安衛法第 30 条の 4が、原則として業種を問わず適用されること
を示しています。つまり、建設業や造船業、製造業など特定の業種
に限らず、全ての作業従事者が同じ場所で作業する場合には、その
場所を管理する事業者が安全に関する調整を行うことが求められま
す。ただし、一つの作業場所で行われる仕事について、その作業に
従事する全ての者が第 30 条（対象業種：建設業及び造船業）又は第
30 条の２（対象業種：製造業）による安全管理の対象となっている
場合には、第 30 条の 4の適用は除外されます。 
例えば、建設現場において元請事業者が関係請負人を含めて統括

管理を行う場合や、製造業等の事業場において請負業者との混在作
業について第 30 条の 2による措置が講じられている場合には、同じ
作業について重ねて第 30 条の 4 の措置を求める必要がないためで
す。 

11 ⑷ 「一の場所」について 
安衛法第 30 条の４に規定する「一の場所」の考え方は、安衛法第

15 条第１項に規定する「一の場所」や安衛法第 30 条第１項及び第
30 条の２第１項に規定する「同一の場所」と基本的に同様であり、
単に物理的に同じ敷地又は建物内にあることのみをもって判断され
るものではなく、当該場所において行われる複数の作業が相互に関
連し、又は交錯することにより、作業間の連絡又は調整が不十分で
ある場合に労働災害が生ずるおそれがある範囲をいうものであるこ
と。 
したがって、その範囲は、作業の動線、資機材の搬出入、車両の

通行、揚重作業、設備又は作業空間の共用の状況等を踏まえ、作業
相互が安全上影響を及ぼし得る関係にあるか否かという観点から、
本条の趣旨に即し目的論的に判断されるものである。 

安衛法第 30 条の 4に規定する「一の場所」とは、単に同じ敷地内
や同じ建物内で作業が行われていることを意味するものではありま
せん。重要なのは、そこで行われる複数の作業が相互に関連し、又
は交錯することによって、作業間の連絡や調整が不十分である場合
に労働災害が発生するおそれがあるかどうかという点です。 
そのため、「一の場所」に該当するかどうかは、作業者や車両の動

線、資機材の搬出入の状況、設備や作業空間の共用の有無、揚重作
業の実施状況などを踏まえ、作業同士が安全上影響を及ぼし合う関
係にあるかという観点から判断されます。したがって、物理的に同
じ場所であるかどうかだけで判断するのではなく、労働災害防止の
ために作業間の連絡や調整が必要となる範囲かどうかによって判断
されるものです。 
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このため、必ずしも物理的又は地理的に完全に同じ区域内に限定

されるものではなく、区画、建物、階層等が異なる場合であって
も、作業相互の影響により労働災害が生ずるおそれがあり、作業間
の連絡又は調整が必要となる関係にあると認められる場合には、「一
の場所」に該当し得るものであること。 
例えば、次のように複数の作業が同時に又は前後して行われ、相

互に安全衛生上の影響を及ぼし得る区域は、通常、「一の場所」とし
て捉えるべきものであると考えられること。 
 
（例示省略） 
 
 

このため、区画や建物、階層が異なる場合であっても、作業相互
の影響により労働災害が発生するおそれがあり、作業間の連絡や調
整が必要と認められる場合には、「一の場所」に該当することがあり
ます。例えば、同じ倉庫内で荷主の労働者、運送会社の労働者及び
一人親方のドライバーが作業を行い、人やフォークリフトの動線が
交錯するような場合は、相互に安全上の影響を及ぼし得るため、「一
の場所」と考えられます。また、建物や階が異なっていても、同じ
荷物を搬送設備や荷役機械を用いて取り扱うなど、作業が密接に関
連している場合には、「一の場所」と判断されることがあります。 

 

12 ⑷ 「一の場所」について（続き） 
一方で、同じ敷地内であっても、作業区域が明確に区画され、人

員及び車両の動線が分離される等により、相互の作業が安全に影響
を及ぼさないと認められる場合には、一の場所に該当しないもので
あること。 
なお、安衛法第４条等における「労働者と同一の場所」について

は、作業従事者が行う個々の作業に着目し、当該作業が行われる場
所に存在する危険性又は有害性等により、労働者以外の作業従事者
と労働者が共通して、危険又は健康障害を生ずるおそれを受ける状
態にあるか否かによってその範囲を判断するものである一方、「一の
場所」については、一定の区域内において、異なる事業主体が相関
連して様々な作業を行うことにより、相互に安全衛生上影響を及ぼ
し得る関係にあるか否かという観点からその範囲を判断するもので
あるため、一定の区域内における労働災害のリスクに着目するとい
う基本的な考え方は変わるものではないが、対象とする範囲の捉え
方が異なるものであること。 

同じ敷地内であっても、作業区域が明確に区画されており、人や
車両の動線が完全に分離されているなど、相互の作業が安全衛生上
影響を及ぼさないと認められる場合には、「一の場所」には該当しま
せん。 
また、この「一の場所」という考え方は、安衛法第４条などで用い
られている「労働者と同一の場所」という考え方とは異なることに
も注意が必要です。「労働者と同一の場所」は、ある作業が行われる
場所に存在する危険や有害要因に着目し、労働者と労働者以外の作
業従事者が同じ危険や健康障害のおそれにさらされているかどうか
によって判断されます。つまり、個々の作業そのものと、その作業
場所に存在する危険性に着目した概念です。 
これに対し、「一の場所」は、一定の区域内で異なる事業者や異な
る立場の者が様々な作業を行うことによって、互いの作業が安全衛
生上影響を及ぼし合う関係にあるかどうかに着目して判断されます。   
したがって、どちらも労働災害の発生リスクに着目するという点

では共通していますが、「労働者と同一の場所」が個々の作業に伴う



頁 施行通知文 解説 
また、本条に係る「一の場所」の定義は、その場所で行われる事

業が属する業種の別や一の仕事への包含関係とは直接関係がないた
め、従来、昭和 47 年９月 18 日付け基発第 602号Ⅰの７の（２）及
び平成 18 年２月 24 日付け基発第 0224003 号２の（１）において示
されている判断の枠組みを基本としつつも、異なる業種に属する事
業又は異なる目的の仕事が一の場所で行われる場合についても適用
され得ることに留意する必要があること。 
 

危険への暴露に着目するのに対し、「一の場所」は複数の作業間の関
係性や交錯による危険に着目するという違いがあります。 
さらに、「一の場所」の判断は、その場所で行われる事業の業種
や、同じ仕事に含まれる作業かどうかによって左右されるものでは
ありません。 
また、目的の異なる仕事であっても、同じ場所で行われることに

より安全衛生上の影響が生じるのであれば、同様に「一の場所」と
判断されます。 

12 ⑸ 請負関係の有無について（安衛法第 30 条の４） 
安衛法第 30 条の４に基づく措置は、安衛法第 30 条及び第 30条

の２と同様、罰則付きの義務であり、作業場所管理事業者が作業間
の連絡及び調整等の措置を実施する場合には、「一の場所」で行われ
る作業に一定の制約を課すなど実効性をもってこれを実施すること
ができる関係性が必要であることから、改正法により新設された第
30 条の４は、第 30条及び第 30条の２の規定を踏まえ、作業場所管
理事業者と「一の場所」で作業を行う「事業を行う者」とが請負関
係で接続されていることを要件としたものであること。 
したがって、作業場所管理事業者が管理する場所に立ち入る者に

よる作業であっても、当該作業場所管理事業者との間が請負関係で
接続されていない場合には、本条の対象にはならないこと。 
なお、安衛法第 30 条の４第１項に規定する「請負人」とは、仕事が
数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の
後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含むものであるこ
と。 

安衛法第 30 条の 4は、安衛法第 30 条や第 30条の 2 と同様に罰
則を伴うものであるため、単に同じ場所で作業しているというだけ
ではなく、作業場所管理事業者が実際に同じ場所で作業をしている
作業従事者に対して一定の調整や指示を行うことができる関係にあ
ることが必要となります。 
このため、法は作業場所管理事業者と「一の場所」で作業を行う

事業者との間に請負関係が存在することを要件としています。つま
り、作業場所管理事業者が発注者となり、請負契約によって仕事を
依頼している事業者や、その下請事業者などが連絡調整や指示を行
う対象となります。そのため、たとえ作業場所管理事業者が管理す
る場所に立ち入って作業を行う者であっても、その者との間に請負
関係が存在しない場合には、第 30 条の 4 の対象にはなりません。 
 また、請負契約が一次請負だけでなく、二次請負、三次請負とい
った多重下請構造になっている場合には、作業場所管理事業者と直
接契約している請負人だけでなく、その後の全ての下請事業者も対
象となります。つまり、元請から一次下請へ、一次下請から二次下
請へ、さらに二次下請から三次下請へと仕事が発注されている場合
には、それら全ての請負人が第 30 条の 4 における「請負人」に含ま
れます。 
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13 ⑹ 混在作業について 

① 混在作業についての考え方 
安衛法第 30 条の４の混在作業についての考え方は、安衛法第 30

条及び第 30 条の２と基本的に同様であり、「一の場所」において、
所属する事業主体が異なる労働者や労働者以外の作業従事者によ
り、近接し又は輻輳して行われる作業のことをいい、これらの作業
が同時に行われることを原則としているが、同時に作業が行われな
い場合であっても、時間的に近接し、作業に起因する危険性又は有
害性等が残存するおそれのある場合（作業と作業の間に十分な時間
が空いており、時間的に遮断され、危険性又は有害性等が及ぶおそ
れのない場合を除く。）についても含まれる趣旨であること。 
② 作業間の連絡及び調整の対象となる作業の範囲 

安衛法第 30 条の４に基づく作業間の連絡及び調整の対象となるの
は、作業場所管理事業者が管理する「一の場所」において、所属す
る事業主体が異なる労働者や労働者以外の作業従事者により、近接
し又は輻輳して行われる作業であるが、作業による影響が相互に及
ぶことがなく、労働災害が発生するおそれがないものについては、
作業間の連絡及び調整の対象とはならないものであること。 

安衛法第 30 条の 4における混在作業の考え方は、従来の安衛法第
30 条及び第 30 条の 2 における混在作業の考え方と基本的に同じで
す。すなわち、「一の場所」において、異なる事業者に所属する労働
者や、一人親方、作業従事役員などの労働者以外の作業従事者が、
それぞれの作業を近接して行ったり、作業区域や動線が交錯したり
することによって、互いの作業が安全衛生上の影響を及ぼし合う状
態をいいます。 
混在作業というと、原則として同時に行われる作業を対象として

いますが、作業が同時に行われていない場合であっても、時間的に
近接して行われ、その前の作業による危険性や有害性が後の作業に
影響を及ぼすおそれがある場合には、混在作業に含まれます。 
また、作業場所管理事業者が行うべき作業間の連絡及び調整の対

象となるのは、「一の場所」において異なる事業者に属する者が近接
又は輻輳して行う作業のうち、相互に影響を及ぼし得るものに限ら
れます。したがって、単に同じ場所で複数の事業者が作業していると
いうだけで、全ての作業が連絡・調整の対象となるわけではありま
せん。 

13
～
14 

（７）対象作業について（安衛則第 643 条の 10関係） 
安衛法第 30 条及び第 30 条の２は、適用対象を事業者の事業が属

する業種で限定し、当該業種において行われる作業の周囲への影響
を包括的に規制対象として捉えているのに対し、安衛法第 30 条の４
については、事業が属する業種に限定がないため、作業場所管理事
業者が管理する「一の場所」で作業に従事する作業従事者のいずれ
かが「危険性又は有害性等を勘案して厚生労働省令で定める業務」
に係る作業を行う場合を規制対象として捉えることとしたものであ
ること。 
安衛則第 643条の 10 は、改正法により改正された第 30 条の４で規
定する「危険性又は有害性等を勘案して厚生労働省令で定める業

安衛法第 30 条及び第 30 条の 2 では、建設業や造船業、製造業な
ど特定の業種を対象としており、その業種の事業者が行う作業全般
について、周囲の作業者への影響を含めて災害防止措置を求めてい
ます。 
一方、安衛法第 30 条の 4 は、特定の業種に限定されず、様々な事

業者や個人事業者、作業従事役員等が同じ作業場所で働く場合を対
象としています。そのため、すべての作業を対象とするのではな
く、危険性や有害性が高い作業に限定して規制を行う仕組みとなっ
ています。 
 このため、作業場所管理事業者が管理する「一の場所」において
行われる作業のうち、厚生労働省令で定める一定の危険有害な業務
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務」について、個別の業務として危険性又は有害性等が高い就業制
限業務（１号）及び危険有害業務（２号）のほか、周囲で作業を行
う作業従事者に危害が生ずるおそれのある業務として、作業主任者
要選任作業に係る業務（３号）、作業指揮者を定める必要がある作業
に係る業務（４号）、貨物自動車を用いた荷の搬入・搬出の業務（５
号）、安衛法令に基づき定期に実施する検査、補修等の業務（６号）
を規定した趣旨であること。 
なお、安衛則第 643条の 10 第４号及び第６号で規定する「法及び

これに基づく命令により作業を指揮する者を定める必要がある作業
の業務」及び「法及びこれに基づく命令により定期に実施する検査
等及び補修等の業務」は、それぞれ次の表（省略）のとおりである
こと。 
また、同条第５号の業務（貨物自動車を用いた荷の搬入・搬出）

については、他の業務とは異なり、法令に基づく資格や教育、管理
者等の選任が必要な業務ではないが、死亡災害をはじめとする労働
災害が多発している状況を踏まえ、対象業務に含めたものであるこ
と。 

 

が行われる場合に、安衛法第 30条の 4 に基づく混在作業に関する措
置が必要となります。 
安衛則第 643条の 10 では、その対象となる業務として次のものを

定めています。 
・就業制限業務 
・危険有害業務 
・作業主任者の選任が必要な作業に係る業務 
・作業指揮者を定める必要がある作業に係る業務 
・貨物自動車を用いた荷の搬入・搬出の業務 
・労働安全衛生法令に基づき定期的に実施する検査、補修等の業務 
これらは、作業そのものに危険性や有害性があるだけでなく、周

囲で作業する他の作業従事者にも危害を及ぼすおそれがあることか
ら、混在作業における災害防止の対象として位置付けられていま
す。 
なお、作業指揮者を定める必要がある業務及び法令に基づく定期

検査・補修等の業務については、具体的な対象業務が省令で定めら
れています。 
また、貨物自動車を用いた荷の搬入・搬出の業務については、資

格者の配置や特別な管理者の選任が法令上求められている業務では
ありません。しかし、荷役作業中の死亡災害や重篤な労働災害が多
く発生している実態があることから、混在作業における災害防止を
図るため、特別に対象業務として追加されたものです。 
 

19 （８）作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置（安衛則第
643 条の 11） 
① 基本的な考え方 
安衛則第 643条の 11 は、安衛法第 30条の４に基づく「作業間の

連絡及び調整を行うことに関する措置」について、その具体的な実

安衛則第 643条の 11 は、安衛法第 30条の４に基づく「作業間の
連絡及び調整を行うことに関する措置」について、その具体的な実
施方法などを定めたものです。 
作業間の連絡及び調整の基本的な考え方は、安衛法第 30条及び第

30 条の２において元方事業者に求められている措置と変わるもので
はありません。複数の事業者や作業従事者が同じ場所で作業を行う
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施方法等を定めたものであるが、その基本的な考え方は、安衛法第
30 条及び第 30 条の２と変わるものではないこと。 
また、改正法により、安衛法第 30 条及び第 30条の２に基づく元

方事業者による措置義務の対象範囲が作業従事者に拡大されたが、
安衛法第 30 条の４に基づき、作業場所管理事業者が作業間の連絡及
び調整を行うべき範囲についての基本的な考え方は、改正後の安衛
法第 30条及び第 30 条の２と変わるものではないこと。 
 
 
② 連絡及び調整の方法 
安衛則第 643条の 11 で規定する連絡及び調整の方法は、会議、書

面、電子的手段その他適切な方法により行うことが認められるが、
その内容が関係者に確実に伝達され、実際の作業に反映されている
ことが重要であること。 
例えば、定常的に発生する作業について、当該場所における作業

ルールをあらかじめ定め、それを周知しておくことや、非定常作業
が発生する際に、当該作業を行う事業を行う者等が危険箇所に誘導
員を配置すること等が、連絡及び調整に含まれること。 
また、請負人相互間における連絡及び調整に当たっては、作業場

所管理事業者は当該連絡及び調整が実効的に行われるよう、配意す
る必要があること。 
 
 
 
 
 
③ 「随時」の解釈 
安衛則第 643条の 11 において「随時」と規定しているのは、当該一
の場所における作業の実態に応じ、混在作業に起因する危険又は健

場合には、それぞれの作業が互いに影響し合うことがあるため、関
係者間で十分な連絡や調整を行い、安全を確保することが重要で
す。 
また、法改正により、安衛法第 30 条及び第 30条の２に基づく元

方事業者の措置義務の対象は、労働者だけでなく、一人親方や自営
業者などの作業従事者にも拡大されました。しかし、安衛法第 30 条
の４に基づき作業場所管理事業者が行うべき作業間の連絡及び調整
については、その対象範囲や考え方は、改正後の安衛法第 30 条及び
第 30 条の２と同様です。 
 
連絡及び調整は、会議や打合せ、書面による通知、電子メールなど
の電子的手段のほか、適切な方法によって行うことができます。た
だし、どのような方法を用いる場合であっても、連絡及び調整した
内容が関係者に確実に伝わり、実際の作業に反映されていることが
重要です。 
例えば、日常的に行われる作業については、あらかじめ作業場所

における安全ルールや作業上の決まりを定め、それを関係者に周知
しておくことが連絡及び調整に当たります。また、通常とは異なる
作業や一時的な作業が行われる場合には、当該作業を行う事業者等
が危険箇所に誘導員を配置するなど、周囲の作業者に危険が及ばな
いよう必要な措置を講じることも、連絡及び調整の一つです。 
また、複数の請負事業者が同じ場所で作業を行う場合には、請負

事業者同士で連絡及び調整を行うことが必要となります。この場
合、作業場所管理事業者は、それぞれの事業者間で必要な情報共有
や調整が確実に行われるよう配慮し、連絡及び調整が形だけのもの
とならず、実際に機能するよう努める必要があります。 
 
安衛則第 643条の 11 における「随時」とは、混在作業に伴う危険や
健康障害を防止するために必要な連絡及び調整を、その時々の作業
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康障害が生じ、又はそのおそれがある場合において、これを未然に
防止するために必要な連絡及び調整を必要なタイミングで行うべき
ことを明らかにしたものであり、混在作業が行われている間に間断
なく行うことまでを求める趣旨ではないこと。 
従って、「随時」には、定例の打合せ、朝礼、工程会議、入構時に

受付で構内ルールを周知すること等、定常的に行うタイミングのほ
か、作業内容の変更があった場合、新たな事業者が入場する場合、
作業区域、動線、設備の使用状況に変更が生じた場合、災害又はヒ
ヤリ・ハット事例が発生した場合等の定常的に行われている作業と
は異なる事態が発生したタイミングに実施することが含まれるこ
と。 

状況に応じて適切なタイミングで実施することを意味しています。
これは、混在作業が行われている間、絶え間なく連絡や調整を続け
ることまで求めるものではなく、危険の発生を未然に防止するため
に必要なときに、その都度実施すべきことを明らかにしたもので
す。 
そのため、「随時」には、朝礼や定例打合せ、工程会議、入構時に

おける構内ルールの周知など、日常的に決められたタイミングで行
う連絡及び調整が含まれます。また、それらに加えて、作業内容の
変更、新たな事業者の入場、作業区域や人・車両の動線の変更、設
備の使用状況の変化、災害やヒヤリ・ハット事例の発生など、通常
とは異なる状況が生じた場合にも、その都度必要な連絡及び調整を
行うことが求められます。 

20 （９）安衛法第 30 条の４と安衛法第 30 条及び第 30 条の２との適
用関係 
安衛法第 30 条及び第 30 条の２は、建設業、造船業及び製造業に

属する事業の仕事の元方事業者に対し、混在作業によって生ずる労
働災害を防止するための作業間の連絡及び調整その他の必要な措置
を義務付けるものである。これに対し、安衛法第 30 条の４は、事業
の属する業種にかかわらず、混在作業が行われる場合に、一定の要
件の下で、作業場所管理事業者に対し連絡及び調整等の措置を求め
るために設けられた規定である。 
したがって、安衛法第 30 条の４は、第 30 条及び第 30条の２の規

定と同様の考え方のもと、これらの規定の適用が及ばない場面にも
対応する趣旨のものである。 
このため、ある場所において一の仕事のみが行われる場合におい

て、当該仕事に係る全ての作業従事者について、既に安衛法第 30 条
又は第 30 条の２に基づく措置義務が課されることとなるときは、安
衛法第 30 条の４第２項に基づき、安衛法第 30 条の４第１項は適用
されないこととなる。 

 もともと安衛法第 30条及び第 30 条の２では、建設業、造船業及
び製造業において、混在作業による労働災害を防止するため、元方
事業者に対し、関係事業者間の作業の連絡・調整などの措置を義務
付けていました。しかし、これらの規定は特定の業種に限られてい
たため、それ以外の業種では同様の危険があっても十分に対応でき
ない場合がありました。 
 そこで安衛法第 30条の４では、業種を問わず、複数の事業者や作
業従事者が同じ場所で作業することによって危険が生じる場合に、
その場所を管理する事業者（作業場所管理事業者）に対して、連絡
や調整などの措置を求めることとしたものです。つまり、第 30条の
４は、第 30 条や第 30条の２と同じ考え方を基礎としながら、それ
らの規定だけでは対応できなかった場面を補うための制度といえま
す。 
 ただし、すべての場合に第 30条の４が適用されるわけではありま
せん。例えば、一つの仕事だけが行われている現場で、その仕事に
関係するすべての作業従事者について、すでに安衛法第 30 条又は第
30 条の２による措置義務が課されている場合には、重複を避けるた
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一方で、当該場所において、安衛法第 30 条又は第 30 条の２の対

象となる仕事の作業に加え、それ以外の仕事の作業が行われている
場合には、安衛法第 30条の４第２項に規定する適用除外の対象とな
らないため、安衛法第 30 条又は第 30条の２と安衛法第 30 条の４
が重畳適用されることとなる。この際、安衛法第 30 条又は第 30条
の２では、安衛法第 30条の４と同等以上の措置を義務付けているも
のであるため、実質的には、安衛法第 30 条又は第 30 条の２が適用
にならない業種の仕事についてのみ、安衛法第 30 条の４に基づく措
置を講じれば足りるものであること。 

め、第 30 条の４は適用されません。この場合は、元方事業者が第
30 条又は第 30 条の２に基づいて必要な連絡・調整を行えば足りる
ことになります。 
 一方で、同じ場所において、第 30 条又は第 30 条の２の対象とな
る仕事と、それらの対象とならない仕事が混在して行われている場
合には、第 30条又は第 30 条の２だけでは現場全体をカバーできま
せん。そのため、このような場合には、第 30条又は第 30 条の２と
第 30 条の４が併せて適用されることになります。 
 もっとも、第 30条及び第 30条の２では、第 30条の４と同等以上
の安全措置が求められているため、実務上は、建設業や製造業など第
30条又は第 30条の２が適用される仕事について改めて第 30条の４
に基づく措置を行う必要はありません。実質的には、第 30条又は第
30条の２の対象とならない業種（道路貨物運送業）の仕事につい
て、第 30 条の４に基づく連絡・調整等の措置を追加的に実施するこ
とで、現場全体の安全を確保することが求められることになります。 

20
～
21 

また、安衛法第 30 条及び第 30条の２の対象業種である建設業、造
船業及び製造業以外の業種に属する事業に係る仕事が行われている
場合には、安衛法第 30条の４のみが適用される。 
これらの適用関係については、実際の作業現場においては次のよう
に整理されること。 
 
 
① 建設工事が行われている現場において、建設の仕事に係る混在
作業に加え、警備や資材搬入等の建設業以外の仕事に係る作業が行
われる場合には、建設の仕事に関する部分については安衛法第 30 条
に基づく措置を講じた上で、建設の仕事の作業と建設の仕事以外の
仕事の作業が混在する場面についてのみ、安衛法第 30 条の４に定め
る措置を追加で実施すれば足りる。 
 

安衛法第 30 条及び第 30 条の２は、建設業、造船業及び製造業を対
象としているため、これらの業種において混在作業が行われる場合
には、まず第 30 条又は第 30 条の２に基づく措置を講じることにな
ります。一方で、それ以外の業種についてはこれらの規定の対象外
であるため、安衛法第 30 条の４が適用されることになります。 
実際の現場では、どの法律が適用されるのかを作業の内容や業種に
応じて整理する必要があります。 
① 建設工事現場では、建設業者だけでなく、警備会社の警備員や
資材搬入を行う運送事業者など、建設業以外の事業者が作業するこ
とがあります。この場合、建設工事に関する混在作業については、
元方事業者が安衛法第 30 条に基づく連絡・調整等の措置を実施しま
す。そのうえで、建設作業と警備業務や資材搬入作業など、建設業以
外の作業が同じ場所で混在する場面については、安衛法第 30 条の４
に基づく措置を追加して行うことになります。 



頁 施行通知文 解説 
② 製造業の事業場において、製造に係る混在作業に加え、物流事
業者による荷役作業や設備改修工事が行われる場合には、製造作業
に関する部分については安衛法第 30 条の２に基づく措置を講じた上
で、製造作業とそれ以外の作業が混在する場面についてのみ、安衛
法第 30条の４に定める措置を追加で実施すれば足りる。 
 
③ 安衛法第 30 条又は第 30 条の２の対象業種である建設業、造船
業及び製造業以外の業種に属する事業を行う事業場（例えば商業施
設、物流倉庫、卸売市場等）において、異なる事業主体による作業
が行われる場合には、安衛法第 30 条及び第 30条の２は適用され
ず、安衛法第 30条の４に規定する措置のみを実施する必要がある。 
 

② 製造業の工場では、工場内での製造作業に加えて、物流事業者
による荷役作業や設備業者による修繕・改修工事が行われることが
あります。この場合、製造作業に関する混在作業については安衛法
第 30 条の２に基づく措置を講じますが、製造作業と荷役作業、工事
作業などが同じ場所で行われる場合には、それらの作業間の調整に
ついて安衛法第 30 条の４による措置を追加して実施することが必要
になります。 
③ 商業施設、物流倉庫、卸売市場など、建設業、造船業及び製造
業以外の業種の事業場では、安衛法第 30 条及び第 30 条の２は適用
されません。そのため、施設内で複数の事業者が同時に作業を行
い、混在作業が発生する場合には、安衛法第 30 条の４に基づき、作
業場所管理事業者が連絡・調整等の措置を実施することになりま
す。 

 （10）安衛法第 30条、第 30 条の２及び第 30条の４のいずれもが
適用されない場面における安衛則第 643 条の 12に基づく作業間の連
絡及び調整 
① 基本的な考え方 
一の場所において、異なる事業主体による作業が行われる場合で

あって、安衛法第 30 条、第 30条の２及び第 30 条の４のいずれもが
適用されない場合においては、安衛則第 643条の 12 が適用される。 
安衛則第 643条の 12 は、安衛法第 30条、第 30 条の２及び第 30 条
の４が適用されない場面における混在作業においても、当該作業に
より労働災害が生ずるおそれがあることから、それら労働災害を防
止するため、法令上の規定を設けたものである。 
したがって、本条は、安衛法令以外の法令において、毒物劇物取

扱責任者、危険物取扱者等の設置、選任等が義務付けられている業
務に係る作業を含め、一の場所において異なる事業主体が作業を行
うことによって危害が生ずるおそれのある作業に広く適用されるも
のであること。 

安衛法第 30 条、第 30条の２及び第 30 条の４は、混在作業による
労働災害を防止するための規定ですが、すべての作業現場に適用さ
れるわけではありません。そのため、これらの規定が適用されない
場合であっても、複数の事業者が同じ場所で作業することによって
危険が生じるおそれがある場合には、安衛則第 643 条の 12 に基づ
き、作業間の連絡及び調整を行うことが求められています。 
この規定は、異なる事業主体が同じ場所で作業することによって

労働災害が発生するおそれがある場合に、その危険を防止するため
に設けられたものです。したがって、安衛法令に基づく規定だけで
なく、例えば毒物劇物取扱責任者や危険物取扱者の選任が必要な業
務など、他の法令に基づいて管理されている作業についても、複数
の事業者が同じ場所で作業し、互いの作業が影響し合う場合には広
く適用されます。 
 一方で、異なる事業者の従業員が同じ事務所内で隣り合って座
り、それぞれが単純な事務作業を行っているだけのように、作業に
よって危険が生じるおそれがない場合まで対象とするものではあり



頁 施行通知文 解説 
なお、異なる事業を行う者に係る作業従事者が隣接した席で単純

な事務作業のみを行っている等、危害が生ずるおそれのない場合に
ついてまで同条の対象に含める趣旨ではないこと。 
そのため、これらの適用関係を整理すると次の表（省略※通達参

照）のとおりであること。 
 
 
② 作業場所管理事業者以外の事業を行う者による措置（安衛則第
643 条の 12第３項） 
本項に規定する、作業場所管理事業者が行う措置に応じて、作業場
所管理事業者以外の事業を行う者が講ずべき措置には、作業場所管
理事業者が調整した作業時間の変更、作業区域の区分、立入制限、
動線の指定、安全設備の使用方法その他の安全確保措置に対し、自
己の作業の方法を調整する等の必要な措置が含まれること。 
③ 作業従事者による措置（安衛則第 643 条の 12 第４項） 
本項で規定する作業従事者が遵守すべき事項には、作業区域の区
分、立入禁止措置、動線の指定、作業順序の変更、保護具の使用、
合図の方法等を守ることが含まれること。 
 

ません。つまり、この規定は「複数の事業者が同じ場所にいるこ
と」だけではなく、「作業によって危険や健康障害が生じるおそれが
あること」が前提となっています。 
 
 
 
 
② 安衛則第 643 条の 12 では、作業場所を管理する事業者だけでな
く、その場所で作業を行う他の事業者や作業従事者にも協力義務が
課されています。例えば、作業場所管理事業者が安全確保のために
作業時間の変更や作業区域の区分、立入制限、人や車両の動線の指
定などを行った場合には、他の事業者はそれに合わせて自らの作業
方法を見直したり、作業手順を変更したりするなど、必要な対応を
行わなければなりません。 
③ 実際に作業を行う作業従事者にも、安全確保のために定められ
たルールを守ることが求められます。具体的には、指定された作業
区域を守ること、立入禁止区域に入らないこと、決められた動線を
使用すること、変更された作業順序に従うこと、必要な保護具を着
用すること、定められた合図や連絡方法を守ることなどが含まれま
す。 

22 ３ 危険又は有害な機械等の使用禁止（安衛法第 42 条関係）及び定
期自主検査の実施等（安衛法第 45 条第２項関係） 
（１）基本的考え方 
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の使用
に伴う危険は、事業者が労働者に機械等を使用させる場合に限ら
ず、労働者と同一の場所において作業を行う労働者以外の作業従事
者が機械等を使用する場合にも同様に生ずるものである。また、安
衛法第 45 条第１項の機械等の検査の不備に伴う危険は、当該機械等
を事業者が労働者に使用させる場合に限らず、労働者と同一の場所

従来の労働安全衛生法では、事業者が労働者に機械を使用させる
場合について、一定の安全基準を満たした機械を使用することや、
定期自主検査を実施することが義務付けられていました。しかし近
年は、一人親方や個人事業主、役員など、労働者ではない人が労働
者と同じ現場で作業する機会が増えています。 
例えば、建設現場や工場、倉庫などで、一人親方や個人事業主が

フォークリフトやクレーン、各種機械設備を使用して作業を行う場
合、その機械に必要な安全装置が付いていなかったり、定期的な点
検や検査が行われていなかったりすれば、事故が発生する危険性は



頁 施行通知文 解説 
において作業を行う労働者以外の作業従事者が機械等を使用する場
合にも同様に生ずるものである。このため、改正法により新設され
た安衛法第 45条第２項により、作業従事役員等が労働者と同一の場
所において機械等を用いた作業を行う場合についても、事業者が労
働者に機械等を使用させる場合と同様の規定を整備したものである
こと。 

労働者が使用する場合と全く変わりません。そして、その事故は機
械を使用している本人だけでなく、周囲で働く労働者にも被害を及
ぼすおそれがあります。 
 このため、改正労働安全衛生法では、労働者と同じ場所で作業す
る作業従事役員や一人親方などが機械を使用する場合についても、
労働者が使用する場合と同様に、安全基準を満たした機械を使用
し、必要な定期自主検査等を実施しなければならないこととされま
した。 

23
～
24 

（２）作業従事役員等自らが機械等を持ち込む場合における実施事
項 
① 作業従事役員等が実施すべき事項 
ア 構造規格又は安全装置を具備していることの確認（安衛法第 42
条第３項及び安衛則第 29 条第３項関係）及び定期自主検査の実施等
（安衛法第 45条第２項関係） 
改正法により新設された安衛法第 42 条第３項は、安衛法第 42条第
１項の機械等について、作業従事役員等自らが機械等を持ち込み、
労働者と同一の場所において使用する場合に、当該機械等が同項の
構造規格又は安全装置を具備していることを自ら確認した上で使用
することを求める趣旨であること。また、改正法により新設された
安衛法第 45 条第２項は、同条第１項に基づく定期自主検査の対象と
なる機械等を持ち込む際に、必要な検査が実施され、その結果が記
録されていることを自ら確認することを求める趣旨であること。 
安衛則第 29 条第１項の「『安全装置』には、ボイラーの安全弁、ク
レーンの巻過ぎ防止装置等この省令以外の労働省令において事業者
に設置が義務づけられているものも含むものであること」（昭和 47
年９月 18 日付け基発第 601 号の１）とされているが、安衛則第 29
条第３項は、これらの安全装置等を備える機械等を作業従事役員等
が自ら持ち込み、労働者と同一の場所において使用する場合には、

 
 
 
ア この規定は、作業従事役員等（一人親方、個人事業主、役員な
ど）が自ら機械を現場に持ち込み、労働者と同じ場所で使用する場
合には、その機械の安全性について自ら責任を持って確認しなけれ
ばならないという考え方に基づいています。 
 まず、作業従事役員等が機械を持ち込む場合には、その機械が法令
で定められた構造規格を満たしていることや、必要な安全装置が備
わっていることを事前に確認しなければなりません。例えば、クレ
ーンの巻過ぎ防止装置やボイラーの安全弁など、法令で設置が義務
付けられている安全装置については、単に取り付けられているだけ
ではなく、正常に機能する状態であることまで確認する必要があり
ます。また、フォークリフトやクレーンなど、定期自主検査が義務
付けられている機械については、必要な検査が実施されており、そ
の結果が記録されていることも確認しなければなりません。つま
り、安全基準を満たしていることを自ら確かめたうえで現場に持ち
込むことが求められています。 
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当該安全装置等が有効であることを自ら確認した上で持ち込むこと
を求める趣旨であること。 
イ 作業従事役員等が臨時に安全装置等を取り外す場合の措置等（安
衛則第 29 条第３項関係） 
安衛則第 29 条第３項は、持込機械等の安全装置等については、これ
を取り外し、又はその機能を失わせてはならないこととされている
ものの、同項各号のすべてに該当する場合には、例外的に、安全装
置等の取り外し等を行うことが認められるが、この場合、作業従事
役員等自らが同項各号のすべてに該当することを確認することを求
める趣旨であること。 
なお、安全装置等の取り外し等も含めた持込機械の使用等に伴う

混在作業によって生ずる労働災害の防止については、改正法により
改正された安衛法第 30条、30条の２及び 30 条の４の規定による元
方事業者や作業場所管理事業者等による連絡調整等により対応する
趣旨であること。 
ウ 機械等の管理（安衛則第 29条第４項） 
作業従事役員等は、安衛則第 29 条第４項に基づき、臨時に安全装置
等を取り外し、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくな
った後、直ちに原状に復することを義務付けているが、これは、同
一の場所で作業を行う他の作業従事者による不適切な使用に伴う労
働災害を防止する趣旨であること。このため、安全装置等の取り外
しの有無にかかわらず、作業従事役員等自らが機械等を持ち込み、
使用する機械等については、第三者による不適切な使用を防止する
ため、作業従事役員等が適切に保管し、又は管理することが望まし
いこと。 

 
イ 持ち込んだ機械の安全装置については、原則として取り外した
り機能を停止させたりすることは禁止されています。しかし、点検
や調整などのためにやむを得ず一時的に取り外す必要がある場合に
は、法令で定められた条件をすべて満たしたときに限り例外的に認
められます。この場合も、作業従事役員等自身が、その条件を満た
していることを確認しなければなりません。そして、安全装置を一
時的に取り外した状態で作業を行うことによって周囲の作業者に危
険が及ぶことがないよう、元方事業者や作業場所管理事業者による
連絡・調整の仕組みの中で適切に管理することが前提となります。 
 
 
 
ウ 安全装置を取り外した場合には、その必要がなくなった後、直
ちに元の状態に戻さなければなりません。これは、自分以外の人が
その機械を使用した際に、安全装置がないことに気付かず事故を起
こすことを防ぐためです。そのため、作業従事役員等が持ち込んだ
機械については、安全装置の取り外しの有無にかかわらず、第三者
が勝手に使用したり、不適切な方法で使用したりすることがないよ
う、適切に保管・管理することが望ましいとされています。 

24 ② 元方事業者等の実施事項 
ア 作業従事役員等が作業を行う場所を管理する事業者による措置
（安衛法第 29条等） 

 
ア 作業従事役員等が持ち込む機械については、その本人が安全装
置の有無や定期自主検査の実施状況を確認する責任を負います。し
かし、同じ現場で作業する労働者や他の作業従事者の安全を確保す
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作業従事役員等自らが機械等を持ち込んで作業を行う場所を管理す
る事業者（元方事業者等）は、安衛法第 29 条、第 30 条第１項第２
号（同条第４項により準用する場合を含む。）、第 30 条の２第１項
（同条第４項により準用する場合を含む。）、第 30 条の４第１項又は
安衛則第 643条の 12 等に基づく措置の実施に当たっては、当該場所
で作業を行う作業従事者による災害の防止に資するよう、当該場所
に持ち込まれる機械等について、構造規格等の具備状況及び定期自
主検査の実施状況に配意することが望ましい。 
また、作業場所管理事業者は、作業従事役員等が当該機械等の安全
装置等を臨時に取り外す場合には、安衛則第 29条第３項及び４項に
基づく措置が徹底されるよう、作業従事役員等との間で行う連絡及
び調整の機会を利用して、安衛法第 29条に基づく必要な指導等を行
う際に配意する必要があること。 
イ 定期自主検査に要する費用負担（安衛法第３条第３項関係） 
作業従事役員等が自ら持ち込む機械等に係る定期自主検査に係る費
用については、一義的には、作業従事役員等自身が負担すべきもの
であるが、当該機械等を、定期自主検査等の適切な実施により、安
全な状態で使用することは、注文者から請け負った作業の安全な実
施にも資するものであるため、安衛法第３条第３項の趣旨も踏ま
え、仕事の注文者は、作業従事役員等に係る請負人において、定期
自主検査の確実な実施に必要な経費が適切に確保されるよう、配慮
することが必要であること。この場合において、定期自主検査の費
用について、受注した仕事に要する期間で按分した金額を安全衛生
経費として計上するなどの配慮が必要であること。 

るためには、現場を管理する元方事業者や作業場所管理事業者も、
持ち込まれる機械が適切な状態にあるかどうかに配慮することが望
ましいとされています。例えば、クレーンやフォークリフトなどが
現場に持ち込まれる場合には、必要な安全装置が備わっているか、
定期自主検査が適切に行われているかといった点に配意しながら、
安全管理を進めることが望まれています。 
また、作業従事役員等が機械の点検や整備などのために、安全装置
を一時的に取り外す場合には、現場全体の安全に影響を及ぼす可能
性があります。そのため、作業場所管理事業者は、日頃の連絡・調
整の機会を活用しながら、安全装置の取り外しや復旧に関するルー
ルが守られるよう必要な指導や助言を行い、安全装置の取り外しが
適切に管理されるよう配慮することが求められています。 
イ 機械の安全を維持するために必要な定期自主検査の費用につい
ては、原則として機械を所有し使用する作業従事役員等自身が負担
することになります。しかし、適切な点検が行われた安全な機械を
使用することは、注文者や元方事業者にとっても、安全な作業の実
施や労働災害の防止につながる重要な要素です。そのため、仕事の
注文者は、請負金額の設定などにおいて、定期自主検査を適切に実
施するための費用が確保できるよう配慮することが必要とされてい
ます。定期自主検査に要する費用を、その機械を使用する仕事の期
間に応じて按分し、安全衛生経費として見積りに反映させることな
どが考えられます。これは、一人親方や個人事業主が費用負担を理
由に点検や検査を省略してしまうことを防ぎ、安全な機械が継続的
に使用される環境を整えるためです。 

24
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（３）作業従事役員等が他の事業者の機械を使用する際の実施事項 
① 作業従事役員等の実施事項 
ア 構造規格又は安全装置を具備していることの確認（安衛法第 42
条第３項及び安衛則第 29 条第２項関係）及び定期自主検査の実施等
（安衛法第 45条第２項関係） 

 
 
ア 基本的な考え方として、機械による危険は、その機械が自分の
所有物であるか、他人から借りたものであるかによって変わるもの
ではありません。そのため、作業従事役員等が他の事業者の機械を



頁 施行通知文 解説 
改正法により新設された安衛法第 42 条第３項及び第 45条第２項
は、作業従事役員等に対し、機械等の管理権原に関わらず、機械等
に係る構造規格や安全装置の具備、定期自主検査について、実施す
ることが義務付けるものであるが、作業従事役員等が他の事業者か
ら一時的に貸与を受けて機械等を使用する場合に、自ら安全装置を
取り付け、又は定期自主検査を実施することまで義務付ける趣旨で
はなく、機械等の管理権原を有する者において適切な措置が講じら
れていることを確認することをもって足りる趣旨であること。 
安衛則第 29 条第２項で準用する同条第１項第１号は、同条第１項の
安全装置等を備える機械等であって、他の事業者の機械等を使用す
る場合についても、機械等の管理権原を有する者において適切な措
置が講じられていることを確認した上で使用し、安全装置等を取り
外してはならないことを求める趣旨であること。 
 
 
 
イ 作業従事役員等が臨時に安全装置等を取り外す場合の措置等（安
衛則第 29 条第２項関係） 
安衛則第 29 条第２項により準用する同条第１項第２号は、作業従事
役員等が、労働者と同一の場所において他の事業者の機械等を使用
する場合において、当該作業従事役員等が、機械等の管理権原を有
する者である安全装置等を設けた事業者に確認し許可を受けた場合
に限り、臨時に安全装置等を取り外すことができることを規定する
趣旨であること。 
ウ 構造規格又は安全装置を具備していることの確認 
改正法により新設された安衛法第 42 条第３項は、同条第１項の機械
等の貸与を受けた作業従事役員等に対し、貸与を受けた機械等を労
働者と同一の場所において使用する場合には、当該機械等が構造規

使用する場合であっても、構造規格や安全装置が備わっているこ
と、必要な定期自主検査が行われていることを確認した上で使用し
なければなりません。 
ただし、借りた機械についてまで、作業従事役員等自身が安全装

置を新たに取り付けたり、定期自主検査を実施したりすることを求
めているわけではありません。機械の管理責任は本来その所有者や
管理権限を持つ事業者にあるため、作業従事役員等は、その事業者
において必要な安全措置や検査が適切に行われていることを確認す
れば足りるとされています。つまり、「自分で整備や検査をする義
務」ではなく、「安全な状態であることを確認する義務」が課されて
いるということです。 
 また、借りた機械に取り付けられている安全装置については、原
則として取り外したり機能を停止させたりしてはなりません。例え
ば、クレーンの巻過ぎ防止装置や各種機械のガード、安全スイッチ
などが設けられている場合、それらを無効にした状態で作業するこ
とは禁止されています。 
イ 点検や調整などのために一時的に安全装置を取り外す必要があ
る場合もあります。そのような場合には、機械の所有者や管理権限
を持つ事業者に事前に確認し、許可を受けた場合に限り、例外的に
取り外すことが認められています。勝手な判断で安全装置を外すこ
とは認められていません。 
 
 
 
ウ 改正労働安全衛生法では、他の事業者から貸与された機械であ
っても、労働者と同じ場所で使用する場合には、その機械が法令で
定められた構造規格を満たしていることや、必要な安全装置を備え
ていることを確認することが義務付けられました。これは、「借り物
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格又は安全装置を具備していることを確認することを求める趣旨で
あること。 

だから責任はない」という考え方を認めず、実際に機械を使用する
者にも安全確認の責任を求めるものです。 
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② 貸与した事業者の実施事項（安衛法第 42条第１項及び第 45 条第
１項） 
ア 構造規格又は安全装置を具備していることの確認 
事業者が自ら保有する安衛法第 42 条第１項の機械等を作業従事役員
等に一時的に貸与する場合は、同項の規定により、当該機械等が同
項の構造規格又は安全装置を具備していなければ貸与してはならな
いこと。 
 
イ 定期自主検査の実施等 
事業者が自ら保有する定期自主検査の対象となる機械等を個人事業
者に貸与する場合の安衛法第 45条第１項の規定は、貸与を受けた個
人事業者が必要な検査が実施され、その結果が記録されていること
を確認した上でこれを使用することができるよう、当該検査の実施
状況及びその結果を個人事業者に共有することを求める趣旨である
こと。 
ウ 機械等貸与者の講ずる措置に準じた措置の推奨 
事業者が安衛法第 33条第１項に定める機械等を個人事業者に一時的
に貸与する場合であって、安衛則第 665 条に規定する「相当の対価
を得て業として」貸与する場合に該当しない場合は、安衛法第 33 条
第１項は適用されないが、貸与した機械等を用いた作業が行われる
ことにより、その場で作業を行う作業従事者に危険を及ぼすおそれ
があることに変わりはないことから、労働災害防止の観点から、安
衛則第 666 条第１項に基づき機械等貸与者が講ずべき措置（対象機
械等の点検・整備、対象機械等の能力や使用上の注意事項等を記載
した書面の交付）に準じた措置を実施することが望ましいこと。な
お、貸与を受けた個人事業者においても、安衛則第 667 条に基づき
機械等の貸与を受けた者が講ずべき措置（機械等の運転に係る資格

 
 
ア 事業者が自ら保有する機械を作業従事役員等に貸与する場合に
は、その機械が法令で定められた構造規格を満たし、必要な安全装
置を備えていなければなりません。安全装置が取り付けられていな
い機械や、法令上の基準を満たしていない機械を貸し出すことは認
められていません。つまり、貸与する事業者には、安全な機械を提
供する責任があります。 
イ フォークリフトやクレーンなど、定期自主検査が義務付けられ
ている機械を貸し出す場合には、貸与する事業者が必要な検査を実
施し、その結果を記録しておかなければなりません。さらに、借り
る側の作業従事役員等が、その機械の検査状況を確認できるよう、
検査の実施状況や結果を共有することが求められています。これ
は、借りる側が安全確認の義務を果たせるようにするためです。 
 
ウ 機械の貸与が一時的なものであり、いわゆるレンタル業のよう
に「貸すことを業として行う場合」に該当しない場合には、機械貸
与者に関する一部の法的義務は直接適用されません。しかし、その
場合であっても、貸与された機械によって現場の作業者に危険が及
ぶ可能性は変わりません。そのため、労働災害防止の観点からは、
レンタル業者に求められている措置と同様の対応を行うことが望ま
しいとされています。 
具体的には、貸与する前に機械の点検や整備を実施すること、機

械の能力や使用条件、使用上の注意事項などを記載した資料を借り
る側へ提供することなどが挙げられます。また、借りる側の作業従
事役員等についても、その機械を適切に運転するために必要な資格
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又は技能を有していることの確認、等）に準じた措置を講ずること
が望ましいこと。 

や技能を有していることを確認するなど、レンタル機械を使用する
場合と同様の安全管理を行うことが望ましいとされています。 

26 ４ 安全衛生教育（安衛法第 59条第４項及び第 60 条の２関係） 
（１）基本的考え方 
危険又は有害な業務に伴う危険や健康障害は、労働者に限らず、労
働者と同一の場所で同様の業務を行う労働者以外の作業従事者にも
同様に生じうるものである。このため、作業従事役員等が労働者と
同一の場所において危険又は有害な業務を行う場合についても、作
業従事役員等に対して特別教育の受講を義務付け、また、特別教育
のほか、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する教育につ
き、その受講に関する努力義務を課すこととしたものであること。 
また、同様の趣旨から、危険有害業務従事者教育指針を改正し、教
育の対象者に作業従事役員等を位置付けたこと。 
 
 
 
 
（２）特別教育及び危険又は有害な業務に現に就いている者に対す
る安全衛生教育以外の各種教育、作業主任者技能講習・免許の修了
等 
改正法では、周囲で作業する労働者に危害を及ぼすことを防止する
観点から、労働者と同一の場所で仕事の作業を行う作業従事役員等
に対して、特別教育の受講義務及び危険又は有害な業務に現に就い
ている者に対する安全衛生教育を受講する努力義務を設けたもので
あること。 
また、作業従事役員等は、労働災害の防止を図る観点から、事業者
が労働者に対して実施する雇入れ時等の教育（安衛法第 59 条第１項
及び第２項）、職長等の教育（安衛法第 60 条）、能力向上教育（安衛
法第 19条の２）、化学物質管理者講習（安衛則第 12 条の５第３項第

 
（１）危険な機械を使用する作業や高所作業、化学物質を取り扱う作
業などでは、事故や健康障害の危険性は、労働者であるかどうかによ
って変わるものではありません。また、作業従事役員等が事故を起こ
した場合には、本人だけでなく、周囲で働く労働者にも被害が及ぶお
それがあります。そのため改正法では、作業従事役員等が労働者と同
じ場所で危険又は有害な業務を行う場合には、労働者と同様に特別教
育を受講しなければならないこととされました。さらに、危険又は有
害な業務に従事している人を対象とした安全衛生教育についても、積
極的に受講するよう努力義務が設けられています。 
また、この趣旨を踏まえ、危険有害業務従事者教育指針も改正さ

れ、作業従事役員等が正式に教育対象として位置付けられました。
これは、危険な業務に従事する人であれば、その立場にかかわらず
必要な知識や技能を身に付けるべきであるという考え方を明確にし
たものです。 
（２）法令で義務付けられている特別教育以外についても、労働災
害の防止に役立つ教育や研修を積極的に受講することが望ましいと
されています。例えば、雇入れ時教育や作業内容変更時教育、職長
教育、能力向上教育、化学物質管理者講習のほか、携帯用丸のこ盤
を使用する者に対する安全教育など、特別教育に準じた各種教育・
研修が挙げられます。これらは法令上の受講義務がない場合であっ
ても、安全に作業を行うための知識や技能を習得するうえで有効で
あるため、作業内容に応じて受講することが望まれています。 
また、作業主任者の選任が必要な作業を行う場合には、労働災害

を防止する観点から、作業主任者技能講習を修了したり、必要な免
許を取得したりして、その作業に関する専門的な知識や技能を身に
付けておくことも望ましいとされています。 
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２号イ）等のほか、携帯用丸のこ盤を使用する者に対する安全教育
等の特別教育に準じた教育等、「安全衛生教育及び研修の推進につい
て」（平成３年１月 21 日付け基発第 39号）等の通達で定める教育を
含め、作業内容に応じ、業務上の災害の防止に資する教育・研修を
受講することが望ましいこと。 
さらに、作業主任者の選任が必要な作業を作業従事役員等が行う場
合には、労働災害の防止を図る観点から、当該作業に係る作業主任
者技能講習の修了又は免許の取得等により、必要な知識及び技能を
得ておくことが望ましいこと。 
なお、作業従事役員等が、労働者と同一の場所以外の場所で作業を
行う場合の取扱いについては、上記第２の１の（４）に記載したと
おりであるが、事業として当該作業を継続的に実施している中で、
労働者と同一の場所で作業を行う内容の仕事がある場合もある。こ
のような場面において、特別教育を受講していなかった場合には、
当然に安衛法第 59 条第４項違反となるものであるところ、安全衛生
教育の受講には一定の期間を要するため、作業従事役員等は、特別
教育の受講が必要な業務を行う場合については、労働者と同一の場
所で当該業務を行うことも想定されることから、あらかじめ、特別
教育を受講しておくことが必要であること。 

特に重要なのは、普段は労働者と別の場所で作業している作業従
事役員等であっても、仕事の内容によっては労働者と同じ現場で作
業する機会があるという点です。特別教育が必要な業務について
は、実際にそのような現場に入ることが決まってから受講しようと
しても、教育の受講には時間がかかるため間に合わない場合があり
ます。そして、必要な特別教育を受講しないまま労働者と同じ場所
で当該業務を行えば、労働安全衛生法第 59 条第４項違反となりま
す。そのため、特別教育が必要な業務を継続的に行っている作業従
事役員等については、将来的に労働者と同じ現場で作業する可能性
も見据え、あらかじめ必要な特別教育を受講しておくことが求めら
れています。 
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（３）作業従事役員等が受講する特別教育等の費用負担及び注文者
による教育機会の提供等の配慮 
特別教育、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛
生教育のほか、上記第２の４の（２）において受講することが望ま
しいとした教育については、免許又は技能講習と同様に、作業者の
技能と直結するものであり、作業の都度、受講・修了が必要となる
ものではないことから、注文者に対して一律に費用負担が求められ
るものではないこと。 
ただし、仕事の注文者は、安衛法第３条第３項の趣旨も踏まえ、当
該教育等に関する情報提供や未受講者に対する受講機会の提供と併

（３）特別教育や危険有害業務従事者教育などの費用については、
原則として免許や技能講習と同様に、作業者自身の知識や技能を高
めるためのものであることから、その都度の仕事の注文者が必ず負
担しなければならないものではありません。しかし、安全な作業を
行うためには教育の受講が不可欠であるため、注文者には、教育に
関する情報提供や受講機会の案内を行うとともに、請負人が教育費
用を確保できるよう配慮することが望ましいとされています。特
に、注文した仕事を行うために特別教育の受講が必要な場合には、
その費用の一部を安全衛生経費として見積りや契約金額に反映させ
るなどの配慮が求められています。 
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せて、請負人において当該教育等に必要な経費が適切に確保される
よう、必要な配慮を行うことが望ましいこと。 
特に、注文した仕事の実施に当たって、特別教育の受講が必要な業
務が必要な場合には、当該教育等の費用について、受注した仕事に
要する期間で按分した金額を安全衛生経費として計上するなどの配
慮が必要であること。 
（４）作業従事役員等が作業を行う場所を管理する事業者による措
置 
作業従事役員等が作業を行う場所を管理する事業者（元方事業者
等）は、安衛法第 29条、第 30条第１項第２号（同条第４項により
準用する場合を含む。）、第 30 条の２第１項（同条第４項により準用
する場合を含む。）、第 30 条の４第１項又は安衛則第 643 条の 12等
に基づく措置の実施に当たっては、当該場所で作業を行う作業従事
者による災害の防止に資するよう、当該作業従事役員等が行う作業
内容に応じ、必要となる安全衛生教育等の受講、技能講習の修了又
は免許の取得の有無等を確認することが望ましいこと。 
（５）作業従事役員等に対する特別教育の科目省略（安衛法第 59 条
第４項、安衛則第 37条第２項関係） 
作業従事役員等が特別教育の科目の全部又は一部を受けることを要
さないこととなる、安衛則第 37条第２項の「十分な知識及び技能を
有していると認められる場合」には、当該作業従事役員等が過去に
労働者として当該特別教育を受けた場合（安衛則第 37 条の規定に基
づき科目の全部又は一部の省略を受けた場合を含む。）が含まれるこ
と。 
５ その他の留意事項 
（１）安全装置等の点検・整備（安衛則第 28条関係）及び作業開始
前点検（安衛則第 151 条の 75 等） 
安全装置等の点検・整備（安衛則第 28 条）及び機械等の作業開始前
点検（安衛則第 151条の 75 等）については、作業従事役員等に対し

 
 
 
 
 
 
（４）作業場所を管理する元方事業者や作業場所管理事業者につい
ても、現場の安全確保のため、作業従事役員等が必要な安全衛生教
育を受講しているか、技能講習を修了しているか、必要な免許を取
得しているかなどを確認することが望ましいとされています。これ
は、資格や教育が不足した状態で危険な作業が行われることを防ぐ
ためです。 
 
 
 
 
（５）特別教育については、過去に労働者として同じ特別教育を受
講している場合など、すでに十分な知識や技能を有していると認め
られるときには、教育科目の全部または一部を省略できることとさ
れています。例えば、以前勤務先で受講した特別教育が有効な内容
であれば、改めて同じ教育を最初から受講する必要はありません。 
 
 
 
 
（１）法令上は義務ではありませんが、機械の安全装置の点検・整
備や作業開始前点検についても、作業従事役員等が労働者と同じ場
所で作業する場合には、労働者に準じて実施することが望ましいと
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て法令上義務付けられるものではないが、作業従事役員等が労働者
と同一の場所において作業を行う場合には、労働災害の防止を図る
観点から、事業者が労働者に対して実施する場合と同様に、これら
の点検等を実施することが望ましいこと。 
（２）労働災害発生の急迫した危険がある場合における作業中止及
び退避（安衛法第 25条関係） 
安衛法第 25 条に基づき、化学設備から危険物等が大量に流出した場
合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険が
あるとき(安衛則第 274条の２)など、一定の場合においては、事業
者は、直ちに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させな
ければならないこととされている。このような場合において、事業
者から退避の指示があった場合、作業従事者に対し、これに従うこ
とを義務付ける規定はないが、その趣旨に鑑み、作業従事者は事業
者の退避指示に従うべきものであること。また、昭和 47年基発第
602 号において、「客観的に労働災害の発生が差し迫っているときに
は、事業者の措置をまつまでもなく、労働者は、緊急避難のため、
その自主的判断によって当然その作業場から退避できることは、法
の規定をまつまでもない」旨が示されているが、この考え方は、労
働者以外の作業従事者についても同様であること。 
 
 
（３）安全・衛生委員会における作業従事者の意見の反映等 
安全・衛生委員会は、一定規模の事業場ごとに、労使で必要な事項
を調査審議する場であるため、当該事業場の労働者以外の作業従事
者を委員として含める必要はないが、①労働者と同一の場所で作業
する労働者以外の作業従事者の意見を踏まえて調査審議を行うこ
と、②調査審議の結果を踏まえて講ずる対策について、当該作業従
事者に周知することは、事業場全体の安全衛生水準の向上に資する

されています。機械災害の多くは点検不足や整備不良が原因となる
ため、日常的な点検を行うことが重要です。 
 
 
 
（２）化学設備から危険物が漏えいした場合や火災・爆発の危険が
差し迫った場合など、重大な労働災害が発生するおそれがあるとき
には、事業者は直ちに作業を中止し、作業者を安全な場所へ退避さ
せなければなりません。この場合、作業従事役員等に対して法律上
の退避義務規定はありませんが、その趣旨から事業者の退避指示に
は従うべきとされています。また、危険が切迫している場合には、
事業者からの指示を待たず、自らの判断で退避することも当然に認
められるとされており、この考え方は労働者だけでなく作業従事役
員等にも当てはまります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）安全委員会や衛生委員会については、本来は事業場の労使で
安全衛生に関する事項を審議する場であるため、一人親方などを委
員に加える必要はありません。しかし、現場全体の安全衛生水準を
向上させるためには、労働者以外の作業従事者の意見も参考にしな
がら対策を検討し、その結果を作業従事者にも周知することが望ま
しいとされています。 
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ものであるため、事業場の実情に応じた取組を図ることが望ましい
こと。 
併せて、産業医が、安衛法第 13条第５項に基づき事業者に対して行
う勧告の対象には、労働者の作業環境に限らず、労働者と同一の場
所で作業を行う労働者以外の作業従事者の作業環境も含まれるもの
であること。 
また、勧告内容が労働者以外の作業従事者の作業による影響に関す
るものである場合には、当該勧告を受けた事業者は、当該作業従事
者と調整の上、産業医による勧告を尊重し、必要な措置を講ずべき
ものであること。 

また、産業医が事業者に対して行う勧告についても、その対象は
労働者の作業環境だけではありません。労働者と同じ場所で作業す
る一人親方や個人事業主などの作業環境も含まれます。そのため、
産業医から作業従事役員等の作業環境に関する改善勧告があった場
合には、事業者は当該作業従事者と調整しながら、その勧告を尊重
し、必要な改善措置を講じることが求められています。 

 
 


